
交通事故にあったとき

整骨院等の適正な受診についてのお願い

　交通事故など、第三者（加害者）の行為によってケガをした場合、加害者がその費用を負担
することとなりますが、組合員証を使用して治療を受けることも可能です。
　ただし、組合員証等を使用して治療を受けた場合は、共済組合が被害を
受けた組合員又は被扶養者に代わって、治療費等の費用を加害者に請求する
権利（代位請求権）を取得しますので、その場合には必ず共済組合へ連絡し、
以下の書類の提出が必要となります。

　加害者との間で不利な示談をしてしまうと、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することが
できなくなり、自己負担となることもありますので、組合員証等を使用して治療を受けたときの
示談は十分にご注意ください。

　当組合では医療費適正化対策として、整骨院等で組合員証を使用して受けた施術内容の調査を
行う場合があります。調査の対象となった皆様には大変お手数ですがご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先 保 健 課　　TEL   0 9 5 - 8 2 7 - 3 1 3 9

□損害賠償申告書　  □事故発生状況報告書
□自動車損害賠償責任保険の契約保険会社の報告書
□同意書　  □確約書　  □念書

□交通事故証明書
（物件事故扱いの場合は別途「人身事故証明書
  入手不能理由書」の提出が必要です。）

●どんなに小さな事故でも、警察に連絡し、事故（人身事故）の確認を受けること

●運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、
　住所（営業車のときは、会社名、代表者名）を相手方から聞き取ること

●共済組合にすぐ連絡すること

●安易に示談に応じないこと

交通事故にあったら、まず次のことをしましょう

共済組合ホームページにてダウンロードできます。

最寄りの警察署にて申請

※その他必要書類を依頼することがあります。

http://www.nagasaki-kyosai.jp/

第三者行為により医療機関等を受診した場合の提出書類

組合員証を使った場合の示談について

当組合（委託先：オークス）から施術内容を照会することがあります
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